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分 類 品 目 成 分
（％）

前期比
（春肥対比）

単
肥

窒素質 尿素（輸入・大粒） 46 ＋94％

尿素（国産・細粒） 46 ＋73％

硫安（粉） 21 ＋45％

りん酸質 過石 17 ＋25％

重焼りん 35 ＋25％

加里質 塩化加里 60 ＋80％

けい酸加里 20 ＋36％

複合肥料 高度化成（基準） 15-15-15 ＋55％

※参考 令和４肥料年度秋肥（６～10月）の肥料価格について
R4.5.31JA全農

２



国負担

農家負担

補塡金額

R２事業年度
平均価格
80.9円/L

R３事業年度
平均価格

104.7円/L

基準価格を
超えた場合
補填金支払

※１ R２事業年度:R２.７～R3.６
※２ R３事業年度:R３.７～R4.６（４,５,６月は３月実績で推計）

1/2補填金発動基準価格
(R3 :83.1円/L)

1/2
国

補填金

農家
負担

1/4

1/2

1/8

前 後

1/21/2

県

市1/8

冬季加温期間のうち11月から1月末までの3
か月間，月毎の全国平均価格から発動基準
価格を引いた金額の１/８以内を市が支援す
ることで，農家負担増を軽減し，経営の安定
化を図る。

定額(1/8以内)

全国平均価格から発動
基準価格を引いた金額

R4 発動基準価格
重油:81.6円/L
灯油:86.5円/L

【補助対象】
市

農
業
者
団
体
等
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施設園芸等燃油高騰対策 発動単価：81.6円(重油）

国（1/2） 県（1/4） 市（1/8）
農業者
（１/8）

国（1/2） 県（1/4） 市（1/8）
農業者
（１/8）

国（1/2） 県（1/4） 市（1/8）
農業者
（１/8）

国（1/2） 県（1/4） 市（1/8）
農業者
（１/8）

12.24円 6.12円 3.06円 1.53円 1.53円 24.48円 12.24円 6.12円 3.06円 3.06円 40.8円 20.4円 10.2円 5.1円 5.1円 57.12円 28.6円 14.3円 7.14円 7.14円

0円

積立額

130％コース

106.08円

24.48円

150％コース

122.4円

40.8円

積立額の内訳 積立額の内訳
積立額 積立額

170％コース

138.72円

57.12円

積立額の内訳

県：3.06円

国：6.12円

コース

上限価格

積立額

１Ｌ当たりの
負担額

積立額の内訳

12.24円

積立額

115％コース

93.84円

農業者：3.06円

国：12.24円

県：6.12円

市：3.06円
市：1.53円

農業者：1.53円

国：28.56円

県：14.28円

市：7.14円

農業者7.14円

国：20.4円

農業者：5.1円

市：5.1円

県：10.2円

負担割合のイメージ

発動単価

81.6円

130％
106.08円

115％
93.84円

燃

油

価

格

12.24円

24.48円

40.8円

57.12円

150％
122.4円

170％
138.72円

◆燃油対策事業　予算積算資料（両JA聞き取り）

金額（円） 金額（円）

新規 継続 合計 （支援単価5.1円/L） 新規 継続 合計 （支援単価5.4円/L）

JA高知市 2 101 103 1,446KL 7,374,600 1 2 3 7.0KL 37,800

JA高知県 28 232 260 3,615KL 18,436,500 0 2 2 7.4ＫＬ 39,960

総計 30 333 363 5,061KL 25,811,100 1 4 5 14.3ＫＬ 77,760

A重油 灯油

件数（経営体） 使用見込み
数量

件数（経営体） 使用見込み
数量

２



〇 公共交通事業者応援事業費補助金 補正額 123,010千円（現予算額 20,000千円 ） 資料③



３.予算額

７．支援想定台数

６．支援額の定義

資料④
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９．支援額

10．支援の条件

11.事業スキーム

２



補助対象者

補助率 補助金額（上限）

４00 万円２/３

①本補助金申請日時点において，令和３年３月１日以降に，先端設備等導入計画に係る
本市の認定又は変更認定を受けていること。

②本補助金申請日時点において，市内に事業所を有し，２年以上事業等を行っている
法人又は個人

③【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の場合】
＜法人＞
・令和３年度の事業収入が令和元年度に比べ５％以上減少していること。
（申請日時点において，令和３年度の決算期が到来していない場合は，令和２年度
における事業収入が令和元年度に比べ５％以上減少していること。）

＜個人＞
・令和３年分の事業収入が令和元年分に比べ５％以上減少していること。

【物価高騰の影響を受けている事業者の場合】
＜法人・個人共通＞
・申請日の属する月の前３か月における事業収入又は付加価値額（※）が令和３年の
同期間と比較して５％以上減少していること。
※付加価値額とは，事業収入から材料費，運送費，外注加工費等の外部購入額を
控除した額をいいます。

④中小企業等経営強化法第２条第１項各号に規定する中小企業者であること。
⑤次のいずれかに該当する者でないこと。
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第４条各号のいずれかに該当すると
認める者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する性風俗
関連特殊営業を行う者

・法人税法第２条第５項に規定する公共法人
・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
・市区町村税を滞納している者

対 象 経 費 ①高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された下記の設備等のうち，

工業会証明書((5)のソフトウェアの場合は，中小企業等経営強化法施行規則第７条第２項
に規定する要件（販売開始から５年以内）を満たすことをソフトウェアの開発元事業者等が

証明する書類）)の添付のある下記の設備等の導入費

(1)機械及び装置で１台又は１基の取得価額が160万円以上のもの
(2)器具及び備品で１台又は１基の取得価額が30万円以上のもの
(3)測定工具及び検査工具で１台又は１基の取得価額が30万円以上のもの
(4)建物附属設備で一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
(5)ソフトウェアで一のソフトウェアの取得価額が30万円以上のもの
※設備等の取得単位は通常１組又は１式をもって取引の単位とされるものは１組又は１式
となります。

②上記①の設備等の導入において不可欠となるソフトウェアの導入費

対象外経費 以下については，補助対象外となります。

・中古設備等の購入費 ・設備等のリース料

・国，県等の補助金の交付を受けている設備等

・設備等導入に伴う建物増改築費用等 ・設備等の保証，保守等に係る費用

令和４年３月２日(水)～令和５年１月31日(火)

【午後５時15分必着】

募集期間

※補助金予算の上限に達し次第，受付を終了します。

※詳細については，募集要領をご確認ください。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている事業者に加え，物価高騰
の影響を受けている事業者も対象となりました。

ご 注 意 本補助金への申請は１事業者（代表者）あたり１回限りになります。

※過去に本補助金の交付を受けた事業者においては，新たに生産性を向上させる

ソフトウェアを導入する場合に限り，申請が可能です。

新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を乗り越えるため，設備等を新たに導入し，自社の
生産性を向上させたいとお考えの方へ，設備等導入経費の一部を補助します。

資料⑤
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申請方法・お問い合わせ先について

●詳しい内容及び申請方法などは、ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

高知市
高知市役所 商工振興課 TEL：088-823-9375

高知市 生産性向上補助金 検索

先端設備等導入計画の認定について

補助金の申請前に，本市の先端設備等導入計画の認定または変更認定を受けてください。
認定に関する申請方法や様式等は本市ホームページ『中小企業等経営強化法に基づく支援制度

について』をご確認ください。
また，併せて中小企業庁ホームページ『経営サポート「先端設備等導入制度による支援」』内

の「先端設備等導入計画策定の手引き」及び「Q&A」をご確認ください。
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html）

補助金申請時必要書類（様式等については商工振興課ホームページをご確認ください。）

事業の流れ

※補助金の申請は先端設備等導入計画の認定を受けたものから受け付けます。
（同時申請はできません。）

※補助金申請書受理にあたって，先端設備等導入計画の設備や数値等の詳細情報の記載が必要と
なるため，綿密な計画策定をお願いします。

※補助金の交付決定前に設備等を導入した場合，補助の対象にはできないのでご注意ください。
※補助金の支払いは，設備等を設置し，該当経費の払い込みが確認できた後の支払いとなります
ので，補助対象事業期間中は借入金等で必要な資金を自己調達する必要があります。

商
工
振
興
課

設備等の

導入・設置

計
画
認
定

交
付
決
定

補
助
金
支
払

確
定
通
知

↑

内
容
審
査

事
業
者

先端設備等導入計画の

認定(２～3週間程度)

補助金申請書の審査

(２～３週間程度)

先
端
設
備
等
導
入
計
画

認
定
申
請

補
助
金
申
請

事
業
完
了
報
告

設
備
等
取
得

工
業
会
証
明
書
取
得

申
請
受
理

交
付
請
求
書
提
出

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関

の
確
認
書
取
得

補助金交付申請時必要書類　　　（※申請書提出時は提出者の本人確認資料（運転免許証等をご持参ください。）

●共通　　

(1)補助金交付申請書（様式第１号）

(2)事業計画書（様式第１号－①又は様式第１号－②））

(3)補助対象経費に係る見積書及び設備等の詳細がわかるパンフレット等

(4)暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書

(5)中小企業等経営強化法施行規則第７条第２項に規定する要件（販売開始から５年以内）を満たすことを証明する書類

（ソフトウェアの開発元事業者等の押印があるもの）※ソフトウェアを導入する場合

●会社等の法人

(6)履歴事項全部証明書 (6)市税等納税証明（市税等に滞納がないことの証明）

(7)役員の住民票（申請日以前３カ月以内に発行されたもの） (7)個人事業主の住民票（申請日以前３カ月以内に発行されたもの）

(8)会社の市税等納税証明（市税等に滞納がないことの証明）

●事業収入等減少に係る証明書類（会社等の法人） ●事業収入等減少に係る証明書類（個人事業主）

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の場合】 【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の場合】 

(9)令和３年度の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書 (8)令和３年の確定申告書第一表

　・窓口又は郵送にて確定申告した場合は，収受日付があるもの 　・窓口又は郵送にて確定申告した場合は，収受日付があるもの

　・e-Taxにて確定申告した場合は，受信通知も添付 　・e-Taxにて確定申告した場合は，受信通知も添付

(10)令和元年度の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書 (9)令和元年の確定申告書第一表

　・窓口又は郵送にて確定申告した場合は，収受日付があるもの 　・窓口又は郵送にて確定申告した場合は，収受日付があるもの

　・e-Taxにて確定申告した場合は，受信通知も添付 　・e-Taxにて確定申告した場合は，受信通知も添付

【物価高騰の影響を受けている事業者の場合】 【物価高騰の影響を受けている事業者の場合】 

(9)申請日の属する月の前３か月の事業収入（付加価値額）が分かる売上台帳等 (8)申請日の属する月の前３か月の事業収入（付加価値額）が分かる売上台帳等

(10)比較対象となる３か月の事業収入（付加価値額）が分かる売上台帳等 (9)比較対象となる３か月の事業収入（付加価値額）が分かる売上台帳等

(11) (10)の３か月の属する年度の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書 (10) (9)の３か月の属する年度の確定申告書第一表

　・青色申告の場合は「所得税青色申告決算書」も添付

●個人事業主
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◆実施主体:高知市観光協会
◆入場者数(見込み):17,000人

期 間 時 間 場 所

10月１日(土)
～23日(日)

17:30
～21:30

高知城三ノ丸

幻想的な音楽噴水ショーに，綱渡りや空中ブランコ，マジックなどおもちゃ箱のような，水と光に彩られ
た不思議な空間が出現。大人も子どもも楽しめる夜間イベント。
※R３年度に計画し，中止となったイベントの再実施

企画
コンセプト

入 場 料 チ ケ ッ ト

大人(中学生以上) 1,000円
子ども(小学生以下) 500円
３歳以下 無料
障がい者割引等有
※雨天中止

当日17:15～
会場入口で販売

資料⑥



温室効果ガスの削減目標

50.6％削減
▲24.5% (▲23,616)

▲13.9% (▲13,360)

▲3.6% (▲3,470)

▲0.8% (▲782)

▲2.3% (▲2,191)

▲2.5% (▲2,451)

▲3.0% (▲2,901)

▲50.6% (▲48,771)

96,467
81,282

47,696

資料⑦



市有施設一斉LED化の取組

LED導入手法の比較

 本市の事務・事業の実施に伴
い排出される温室効果ガス排
出量81,282t-CO2の39.5％
が電気の使用に伴う排出であり，
そのうち照明によるものが一定
量の排出割合を占めている。

 一斉にLED化することで，電気代の削減金額や温室効果ガス削減効果をより早く得ることができるとともに，スケー
ルメリットにより調達価格の低減が見込める。

・本市はエネルギーを大量に使用する施設を含む多くの施設を有しており，2016年度には市域で２番目に多くの温室効果ガスを排出する事業者であり，2021年５月にはゼロカーボンシティの表明を行っている
ことから，本市自らが一事業所として率先した削減の取組を進める必要がある。

・本市の事務・事業の実施に伴い排出される温室効果ガスの削減に取り組むため「第５次高知市地球温暖化対策地域推進実行計画（事務事業編）」を策定し，2030年度の温室効果ガス排出量を
2013年度比で50.6％（48,771t-CO2 ）削減することを目標とした。その目標達成に向けた具体的な取組の一つに，市有施設の照明のLED化を掲げている。

・蛍光灯器具，蛍光灯ともに，ほとんどの大手メーカーが既に生産を中止しており，今後，蛍光灯の流通が減少していくことから，市施設においても，早期に照明のLED化が求められる。

 照明の稼働時間が短く，投資回収しづらい施設を投資回収しやすい施設でカバーすることが可能となり，多くの施設
をLED化することができるとともに，多くの温室効果ガスを削減することができる。

 LED照明は約40,000時間（蛍光灯は約6,000時間）の寿命であるため，一度LED化すれば省エネ効果が⾧
期に渡って得られるとともに，球替えに係るコストや労力が不要となる

現状

背景

一斉LED化による効果

（１日８時間使用した場合の寿命 LED約20年間，蛍光灯約３年間）

温室効果ガス発生源別排出割合

（参考:事務事業編策定に係る省
エネルギー診断結果より，たかじょう
庁舎約41％，高知商業高校 約
45％）

 ESCO又はリースであれば初期費用を掛けずにLED化することができる。

※ 大規模施設の空調改修を含めて総合的に行う場合は，個別空調にするか全体空調にするか，熱源
を電気にするかガスにするか，更には運転管理や維持管理によるものなど，様々な削減要素があり，事
業者提案に対して削減保証を求める手法が有効である。

 今回の照明のLED化のみの場合は，基本的に削減量が照明器具の消費電力と連動する
ものであり，発注時において効果の検証が可能であるため，事業者側に削減保証を求め
る必要性が低い（熊本市市有施設LED化、本市道路照明LED化など）。

 照明LED化だけでなく，空調設備やその他の省エネ改修を総合的に行うなど，発注時に効
果の検証ができない場合は，事業者提案の削減保証が得られるESCO方式も有効であるが，
サービス保証費が必要となる（松山市庁舎設備改修，豊中市庁舎設備改修，本市東
部・南部健康福祉センター空調改修など）。

項目 工事発注 ESCO リース

イニシャルコスト 必要 不要 不要

メンテナンス 必要
不要

（サービス期間中）
不要

（リース期間中）

ランニングコスト 不要
必要

（サービス料）
必要

（リース料）

削減保証 無
有

（保証はあるがサービス保証費が必要になる）
無

業務負担
大

（詳細な実施設計が必要）
中

（ESCO事業者選定委員会の設置が必要）
小

（比較的簡易な設計で発注できる）

対象施設数
少

（詳細な実施設計とイニシャルコストが掛かるた
めできる分に限りがある）

中
（サービス保証費が必要になるため賃貸借料

金に充てる金額が少なくなる）

多
（電気代削減分を全て賃貸借料金に充てるこ

とができる）

 一斉にLED化することで，その対象施設については，各所管課のLED化に係る事務負担が軽減される。

 これらのことから，リース方式での事業を想定しているが，現在実施中のサウンディング調査で
の対話結果を踏まえ，最も効率的な事業手法を決定したい。

環境部 新エネルギー・環境政策課

資料⑧
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